
新型コロナワクチン接種における基礎疾患を有する方の4回目接種について

　18歳以上60歳未満の方のうち、下記対象者にあてはまる方が4回目接種を受けることができます。
飯塚市では対象者の方を把握できませんので、市民の方からの申請をもとに接種券の作成・発送を行いま
す。接種を希望の方は申請をお願いします。

・飯塚市に住民票があり、基礎疾患を有する18歳から59歳の方
・飯塚市に住民票があり、新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高いと

医師に認められた18歳から59歳の方

・接種券発行申請書（4回目）

郵便：〒820-8605　飯塚市忠隈523番地
　　　飯塚市新型コロナワクチン接種コールセンター宛
FAX：0948-43-3459
電子：飯塚市ホームページから申請可能

■接種券の送付時期

■申請方法

■申請に必要なもの

■対象者

基礎疾患の範囲

（１）以下の病気や状態の方で、通院／入院している方
 1 慢性呼吸器の病気 2  慢性の心臓病（高血圧を含む。）
 3 慢性の腎臓病 4  慢性の肝臓病（肝硬変等）
 5 インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病又は他の病気を併発している糖尿病
 6 血液の病気（ただし、鉄欠乏症貧血を除く。）
 7 免疫の機能が低下する病気（治療や緩和ケアを受けている悪性腫瘍を含む。）
 8 ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
 9 免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
 10 神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害等）　　　　　11  染色体異常
 12 重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障がいとが重複した状態）　　　　13  睡眠時無呼吸症候群
 14 重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持している、または自立
  支援医療（精神通院医療）で「重度かつ継続」に該当する場合）や、知的障がい（療育手帳を所持している場合）

BMI＝体重（kg）÷身長（m）÷身長（m）BMIの求め方（２）基準（BMI30以上）を満たす肥満の方

（３）新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高いと医師に認められた方

●お問合せ先：飯塚市新型コロナワクチン接種コールセンター
　☎：0800-200-9700（通話料無料）　受付時間：9:00 ～ 17:00（土日・祝日除く）　FAX：0948-43-3459

3回目接種日から5か月後
（※申請時に3回目接種日から5か月経過していない方は、接種券発送までしばらくお待ちください。）

QRコード⇒

VACCINE

※60歳以上の方は申請の必要は
ありません。接種可能日（3回
目接種より5か月経過した日）
の1週間前を目安に、接種券
を郵送します。
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● 投票することができる人

1.日本国民で18歳以上の人（平成16年7月11日までに生まれた人）
2.令和4年3月21日までに飯塚市に住民登録をし、引き続き市内に住所を有する人、または飯塚市から

転出された人のうち、飯塚市の住民票が作成された日から3か月以上住民基本台帳に記録されていた人で、
転出後4か月を経過しない人

3.公民権停止等の欠格事項に該当しない人

● 投票場所

7月10日（日）投票日当日の投票場所は、それぞれの投票区の投票所で行われます。
投票所入場整理券（ハガキ）の表面に記載された投票所にお越しください。

● 期日前投票の移動支援

● 入場整理券について

投票所入場整理券（ハガキ）は、大切に保管し、投票の際に投票所にご持参ください。もし、入場整理券を
紛失されたとき、忘れたときは、各投票所で再交付しますので、本人が確認できるもの（マイナンバーカード・
運転免許証・健康保険証など）を持参して投票所の受付係にお申し出ください。

期日前投票所での投票のために、コミュニティバス、予約乗合タクシー、エリアワゴン、路線ワゴンを利用
される場合はその運賃が無料になります。ご利用の際は必ず投票所入場整理券（ハガキ）をお持ちください。

飯塚市役所本庁　1 階多目的ホール
穂波支所　2 階大会議室
筑穂支所　3 階会議室
庄内交流センター別館（庄内図書館横）
頴田支所　会議室

新立岩 5 番 5 号 ☎0948-22-5500
忠隈 523 番地 ☎0948-22-0380
長尾 1242 番地 1 ☎0948-72-1100
綱分 791 番地 4 ☎0948-82-1200
鹿毛馬 2333 番地 4 ☎0948-92-2211

旧庄内交流センター
旧二瀬交流センター

変更前

庄内体育館
二瀬交流センター　※新築移転後の場所

変更後（今回の投票所）

住所及び電話番号期日前投票ができる場所

6月23日（木）～ 7月9日（土）　8時半～ 20時まで
投票日当日に仕事や用事があって投票に行けない方は、期日前投票を行うことができます。

● 期日前投票の期間と場所

7月10日（日）  7時～20時まで投票日

※次の投票所は、今回場所が変更となっていますのでご注意ください。
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